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Close-up 提言

　 政治家・政党が果たすべき
　 役割の明確化

振り返ってみると、戦後は経済発展
という明確な目標があったため、民主
主義のあり方やリーダーシップについ
て深く考察する機会がなかったのでは
ないでしょうか。経済に思い切り注力
できる状況の中、国民一人ひとりが政
治をシステムとして認識し、またその
システムを良くするために、自分たち
が関与し選挙権を行使するという感覚
が乏しかったように思います。
しかし今日では、経済の成熟化や人

口の高齢化が進み、また近隣に経済発
展を遂げる国が多く現れ、戦後復興の
ころと比べると、状況がかなり変化し
ています。一生懸命努力すればいずれ
経済が成長し、山積する課題も解決す
るという状況にはなく、55年体制とは
異なる政治力・リーダーシップが求め
られています。しかし、それを支える
社会のインフラは不十分です。
選挙制度をはじめとする各種制度に
も改善余地はあるでしょう。それらの
改革に取り組むことはもちろん重要で
すが、どこかを変えれば政治が途端に
良くなるような「正解」があるわけで
はありません。やはり政治家一人ひと
りの質、そして政党の力を強化しなく
てはなりません。そのためにはまず、
政治・政治家とは何かをあらためて考
え直さなければなりません。そして政
治家・政党が果たすべき役割を明確に
することが必要なのです。

　 政治を一つの大きなシステム
　 として整えることが必要

私たちは日ごろさまざまな政策課題
について、経済は経済、外交は外交、
憲法は憲法というように部分的に捉え、
個々の是非を議論しがちです。しかし
実際には、それらはすべてつながって
おり、政治にかかわっています。われ
われが選んだ政治家は、それらすべて
をカバーして動いているわけです。

経済同友会が重点的に取り組んでい
るテーマの一つに、「投票価値の平等実
現（一票の格差是正）」があります。日
本では、例えば参議院の場合、住んで
いる地域によって、一人一票持ってい
る人と0.2票しか持っていない人がい
るという現状があり、このような選挙
の区割りは無効であるという訴訟が以
前から提起されています。昨年3月に
は、2009年８月に実施された衆議院議
員選挙について、最高裁判所大法廷が
「違憲状態」との判断を下していますが、
この区割りはいまだに見直されていま
せん。一人一票と多数決の原則は民主
主義の基本であり、一日も早い実現が
求められます。しかし、区割りや選挙
制度を見直すためには、政治家自身が
法律を変えなくてはなりません。
政治には、国民の強い声に促されて
変わるという側面があります。その意
味で、今ある課題を国民が正確に理解
できるようなキャンペーンを行うこと
が有効であり、その一角を本会が担う
というのは、歴史の転換点を迎えてい
る日本において、非常に重要な意義を
持つと考えています。山積する課題を
解決し前進するためには、『学問のすす
め』にある「この人民ありてこの政府あ
るなり」という言葉の通り、われわれ
国民自身が政治をトータルで考え、一
つのシステムとして整えることが必要
です。
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政党・政策本位の政治の成熟化と統治機構改革
－「決断できる政治」の実現に向けて－

提言
 概要 （5月17日発表）

※詳しくはhttp://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2012/120517a.html

　 政治と生活の距離を
 　近づけるために

企業の事業活動は、政治があって初
めて成り立っているところもあり、政
治の課題を認識することは経営上も大
変重要なことです。それは、経営者だ
けでなく、社員にとっても大切なこと
です。

民主主義が日本より成熟していると
いわれる英国には、チャタムハウス（英
王立国際問題研究所）があります。一
般の会社員から政治家志望の人までさ
まざまな人が集い、外国の政治家も度々
講演をしていました。市民が集まってい
ろいろな人と政治について議論をする、
そのような場が日本にも必要だし、ぜ
ひ自社の社員にも参加してほしいと思

います。
日本では若年層の投票率が非常に低
く、ある意味では政治に背を向けてい
ます。中学・高校での教育も含め、政
治がシステムとして非常に重要なもの
であることを伝えた上で、インターネッ
トを活用した選挙運動の解禁や、イン
ターネット投票の導入等も進めていか
なければならないと考えています。

各政党は政治理念・ビジョンや国家の基本政策を示した綱
領に基づいて活動し、政策立案・実行に向けて政党力と統治
機能を強化する。そのためにも、「政党法」を早期に制定すべ
きである。
【政党法に規定すべき事項】
◆ 党綱領の制定・公開
◆ 支部設置数の制限

◆ マニフェストに盛り込むべき事項、策定手順の規定・公開
◆ 政権獲得後のマニフェスト修正に必要な手続き
◆ 代表選挙のあり方、与党党首の任期
◆ 政党助成金の支給対象・管理のあり方、使途の公開
◆ 連立協議のあり方
◆ 候補者選定・比例代表名簿の順位付け過程の透明化
◆ 倫理規定

国会における審議と議決は、一人の国会議員に対し同数の主
権者が控えていて、初めて正統性を持つ。「一人一票」の実現に
向けた第一段階として、次回総選挙は選挙区間格差1.5 倍未満
で実施すべきである。参議院についても「一人一票」が原則で
あり、定数配分の見直しに関する議論の早期活性化を求める。

【関連する制度改正】
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」第３条および第４条を
改正し、一人一票が原則であることを明記するとともに、国
勢調査結果公表のたび（５年ごとの簡易調査を含む）、限りな
く一人一票に近づけるメカニズムを内包させる。

司法は、代表民主制の根幹である投票価値の平等につい
て、立法の裁量に委ねるのではなく、十分なけん制機能を働

かせるべきである。立法において格差是正がなされない場合
には、司法は「違憲無効判決」を下すべきである。

国民の政治意識を高めるとともに若者の投票を促すため、
若年層の情報収集および投票に係るコストを低減させるイン

ターネット投票と選挙運動を解禁すべきである。また、18 
歳以上の国民に選挙権を付与すべきである。

選挙制度の抜本改革については、「第９次選挙制度審議会」
を早期に設置し、当事者である政治家のみならず、国民各層

の参加を得て議論すべきである。また、衆参両院一体での制
度設計を行うことを求める。

現内閣官房を改組し、内政・外政の重要政策の中核となる
国家戦略本部を創設する。予算編成の基本方針および重点政

策別・省庁別予算配分は、本部で策定・決定する。

内閣提出法案については、両院の審議日程決定プロセスへ
の関与権限を内閣に付与し、計画的な審議日程の確立および

国会運営の円滑化を図る。また、法案提出後の修正機会を拡
大すべきである。

「決断できる政治」の実現に向けた七つの提言
  提言１　政党法を制定し、政党力と統治機能の強化を

  提言2　「一人一票」を目指し、次回総選挙は最大格差1.5 倍未満で実施を

  提言3　格差是正がなされない場合、最高裁判所は「違憲無効判決」を

  提言4　インターネット投票および選挙運動の解禁と18 歳以上への選挙権付与を

  提言5　「第９次選挙制度審議会」の早期設置を

  提言6　内閣総理大臣の指導力を強化するため、国家戦略本部の設置を

  提言7　国会運営における内閣の関与権限拡充と提出法案の修正機会拡大を


